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お
知
ら
せ

確
定
申
告
が
始
ま
り
ま
す
！

　

茂
原
税
務
署
で
は
、
令
和
６
年

分
確
定
申
告
に
つ
い
て
、
２
月
17

日
㊊
か
ら
３
月
17
日
㊊
ま
で
（
土

日
・
休
日
を
除
く
）
申
告
書
作
成

会
場
を
開
設
し
ま
す
。

　

申
告
書
作
成
会
場
で
は
、
原
則

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
の
申
告
書
作

成
と
な
り
、
混
雑
回
避
の
た
め
に

当
日
分
の
入
場
整
理
券
を
配
付
し

ま
す
。
配
付
状
況
に
よ
っ
て
、
後

日
の
来
場
を
お
願
い
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
配

付
状
況
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
入
場
整
理
券
は
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
に
よ
る
事
前
発
行
で
も
入
手
で

き
ま
す
が
、
３
月
中
は
入
場
整
理

券
の
入
手
が
困
難
と
な
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
２
月
中
の

来
場
を
お
勧
め
し
ま
す
。

確
定
申
告
は
ご
自
宅
か
ら
！

　
確
定
申
告
は
、
ご
自
宅
等
か
ら

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
パ
ソ
コ
ン
で

ご
利
用
い
た
だ
け
る
ｅ
－
Ｔ
ａ
ｘ

（
電
子
申
告
）
が
便
利
で
す
。

　
ｅ
－
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
た
確
定

申
告
な
ど
の
手
続
き
が
で
き
る
方

は
次
の
と
お
り
で
す
。

①�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
取
対
応

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

ま
た
は
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ

を
お
持
ち
の
方

②�

税
務
署
で
発
行
し

て
い
る
Ｉ
Ｄ
・
パ

ス
ワ
ー
ド
を
お
持

ち
の
方

　

②
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
申

告
者
ご
本
人
が
運
転
免
許
証
な
ど

の
顔
写
真
付
き
の
本
人
確
認
書
類

を
税
務
署
に
お
持
ち
い
た
だ
く
と
、

発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

医
療
費
控
除
は
明
細
書
の
添
付

が
必
要
で
す

　

令
和
２
年
分
確
定
申
告
か
ら
、

医
療
費
控
除
を
申
告
す
る
方
は
、

領
収
書
の
提
示
・
提
出
に
代
わ
っ

て
明
細
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
に

は
、
事
前
に
ご
自
宅
で
明
細
書
を

作
成
し
た
上
で
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
領
収
書
は
ご
自
宅
で
５

年
間
保
存
し
、
税
務
署
か
ら
求
め

ら
れ
た
際
に
は
、
提
示
ま
た
は
提

出
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

問
茂
原
税
務
署（
個
人
課
税
部
門
）

☎
�
２
１
６
６

茂
原
市
地
域
防
災
計
画
を�

�

改
定
し
ま
し
た

　

主
な
改
定
は
次
の
と
お
り
で
す
。

令
和
５
年
台
風
第
13
号
の
接
近

に
伴
う
大
雨
対
応
の
教
訓
を
踏

ま
え
た
改
定

・�

災
害
対
応
を
実
施
す
る
際
に
、

全
般
お
よ
び
各
事
項
別
の
「
目

的
」
と
「
目
標
」
を
意
識
す
る

べ
き
旨
を
記
述

・�

災
害
対
策
の
進
歩
の
速
度
への
対

応
や
、
あ
ら
た
な
措
置
を
行
う

場
合
の
所
管
を
決
定
す
る
手
順
、

お
よ
び
関
係
部
署
が
広
範
に
わ

た
る
場
合
に
プ
ロ
ジェク
ト
チ
ー
ム

を
設
置
で
き
る
こ
と
を
記
述

・�

被
害
報
告
の
際
の
被
害
の
区
分

は
消
防
庁
様
式
の
内
容
に
よ
る

べ
き
こ
と
を
再
徹
底

・�
感
染
症
法
第
27
条
に
基
づ
く
消

毒
の
う
ち
、
屋
外
に
つ
い
て
は
、

厚
生
労
働
省
の
指
針
等
に
基
づ

き
「
特
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る

場
合
」
に
実
施
す
べ
き
こ
と
を

記
述

組
織
改
編
に
伴
う
改
定

　

保
育
課
の
新
設
等
へ
の
対
応

そ
の
他

　

気
象
庁
に
よ
る
警
報
基
準
の
変

更
等
へ
の
対
応

問
防
災
対
策
課
（
４
階
）

☎
�
７
５
８
０　

⒇
１
６
０
２

忘
れ
ず
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
！

　

市
県
民
税
・
森
林
環
境
税
（
第

４
期
）
と
国
民
健
康
保
険
税
（
第

７
期
）
の
納
付
期
限
は
１
月
31
日

㊎
で
す
。
最
寄
り
の
金
融
機
関
や

コ
ン
ビ
ニ
、
ス
マ
ホ
決
済
で
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
（
ｅ
Ｌ
－
Ｑ
Ｒ
）
を
利
用
し
た

納
付
も
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
「
地
方

税
お
支
払
サ
イ
ト
」

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※�

納
め
忘
れ
の
な
い
便
利
な
口
座

振
替
も
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※�

納
付
が
困
難
な
特
別
な
事
情
が

あ
る
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
収
税
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
８　

⒇
１
６
０
９

人
権
擁
護
委
員
と
し
て�

�

委
嘱
さ
れ
ま
し
た

　

人
権
擁
護
委
員
の
任
期
満
了
に

伴
い
、
蒔
田
久
美
子
さ
ん
が
１
月

１
日
付
け
で
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
の
皆

さ
ん
に
人
権
に
つ
い
て
関
心
を

持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
啓
発

活
動
を
行
う
他
、い
じ
め
や
差
別
、

嫌
が
ら
せ
な
ど
の
人
権
に
関
す
る

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

　

相
談
日
時
は
、
原
則
と
し
て
第

２
火
曜
日
に
市
役
所
で
、
第
４
木

曜
日
に
本
納
公
民
館
で
、
そ
れ
ぞ

れ
13
時
か
ら
16
時
ま
で
行
っ
て
い

ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
厳

守
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
予
約
は
不
要
で
す
。

問
生
活
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
５　

⒇
１
６
０
０

茂
原
市
議
会
議
員
選
挙

�

立
候
補
予
定
者
説
明
会

◆
日
時

　

２
月
３
日
㊊
13
時
30
分
～

◆
場
所
　

　

市
役
所
５
階
５
０
２
会
議
室

※
出
席
者
は
各
陣
営
２
人
以
内

◆
告
示
日
（
立
候
補
届
出
日
）

　

４
月
20
日
㊐

◆
投
票
日
時
　

　

４
月
27
日
㊐
７
時
～
20
時

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局（
６
階
）

☎
⒇
１
５
２
９　

⒇
１
６
０
４
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